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則
（
公
）

警
察
参
考
人
等
に
対
す
る
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
７
年
３
月
31日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長　

廣　
瀨　

道　
明

◉東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
７
号

警
察
参
考
人
等
に
対
す
る
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

警
察
参
考
人
等
に
対
す
る
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（令
和
５

年
７
月
12日
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
11号

）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
を
附
則
第
１
項
と
し
、
附
則
に
次
の
１
項
を
加
え
る
。

２　
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
発
生
し
た
犯
罪
に
関
し
て
出
頭
し
た
者
の
費
用
弁
償
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
警
察
参
考
人
等
に
対
す
る
費

用
弁
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
附
則
第
２
項
の
規
定
は
、
令
和
５
年
７
月

13日
か
ら
適
用
す
る
。訓

　
　
　
令
（
議
）

◉
東
京
都
議
会
議
長
訓
令
第
一
号

東
京
都
議
会
議
会
局

東
京
都
議
会
議
会
局
職
員
出
勤
記
録
整
理
規
程
（
平
成
三
年
東
京
都
議
会
議
長
訓
令
第
七
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
議
会
議
長　

増　

子　

ひ
ろ
き

別
表
二
十
の
項
中
「
子
ど
も
の
看
護
休
暇
」
を
「
子
ど
も
の
看
護
等
休
暇
」
に
改
め
、
同
表
中
三
十

一
の
項
か
ら
四
十
八
の
項
ま
で
を
三
十
二
の
項
か
ら
四
十
九
の
項
ま
で
と
し
、
同
表
三
十
の
項
中
「
三

十
一
」
を
「
三
十
二
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
三
十
一
の
項
と
し
、
同
表
二
十
九
の
項
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

三
十　

子
育
て
部
分
休
暇

部子

附　

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
議
会
議
長
訓
令
第
二
号
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東
京
都
議
会
議
会
局

東
京
都
議
会
議
会
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
七
年

東
京
都
議
会
議
長
訓
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
議
会
議
長　

増　

子　

ひ
ろ
き

第
十
四
条
及
び
第
二
十
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
子
ど
も
の
看
護
休
暇
」
を
「
子
ど
も
の
看
護

等
休
暇
」
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
を
第
三
十
四
条
と
し
、
第
三
十
一
条
を
第
三
十
三
条
と
す
る
。

第
三
十
条
中
「
及
び
第
二
十
七
条
」
を
「
、
第
二
十
七
条
及
び
第
二
十
九
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第

三
十
二
条
と
す
る
。

第
二
十
九
条
を
第
三
十
一
条
と
し
、
第
二
十
八
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
子
育
て
部
分
休
暇
）

第
二
十
九
条　

子
育
て
部
分
休
暇
に
つ
い
て
は
、
規
則
第
二
十
七
条
の
三
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
正
規
の
勤
務
時
間
」
と
あ
る
の
は
「
申
請
す
る
職
員
に
つ
い
て

定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
」
と
、
「
二
時
間
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
か
ら
五
時

間
四
十
五
分
を
減
じ
た
時
間
（
次
項
に
お
い
て
「
基
準
時
間
」
と
い
う
。
）
」
と
、
同
条
第
二
項
中

「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
七
条
で
準
用
す
る
規
則
第
二
十
七
条
の
二
」
と
、
「
二
時
間
」
と

あ
る
の
は
「
基
準
時
間
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
と
す
る
。
」
と
あ
る
の
は
「
と
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
任
用
さ
れ
た
職
の
任
期
満
了
後
、
任
命
権
者
を
同
じ
く
す
る
職
に
引
き
続
き
任
用
さ
れ

る
こ
と
が
決
定
し
た
職
員
が
、
次
の
任
期
に
お
い
て
子
育
て
部
分
休
暇
を
利
用
す
る
場
合
に
は
、
次

の
任
期
の
初
日
前
に
お
い
て
も
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
子
育
て
部
分
休
暇
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
職
員
）

第
三
十
条　

議
長
が
子
育
て
部
分
休
暇
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
八
条

の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
三
十
四
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
介
護
に
つ
い
て
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
措
置
等
）

第
三
十
五
条　

介
護
に
つ
い
て
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
措
置
等
に
つ
い
て
は
、
条
例
第
十
七

条
の
四
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
申
告
、
請
求
」
と
あ
る
の

は
「
請
求
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置
）

第
三
十
六
条　

勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置
に
つ
い
て
は
、
条
例
第
十
七
条
の
五
の
規
定
を
準
用

す
る
。附　

則

１　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か

ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
議
会
議
会
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に

関
す
る
規
程
第
二
十
条
に
規
定
す
る
子
ど
も
の
看
護
等
休
暇
に
係
る
請
求
等
及
び
同
規
程
第
二
十
九

条
に
規
定
す
る
子
育
て
部
分
休
暇
に
係
る
請
求
等
は
、
こ
の
訓
令
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
行
う

こ
と
が
で
き
る
。告

　
　
　
示
（
議
）

◉
東
京
都
議
会
議
長
告
示
第
二
号

東
京
都
議
会
公
印
規
程
（
昭
和
五
十
一
年
東
京
都
議
会
議
長
告
示
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
議
会
議
長　

増　

子　

ひ
ろ
き

第
十
二
条
第
四
項
中
「
、
書
き
損
じ
、
汚
損
、
破
損
」
を
削
り
、
「
人
事
異
動
等
」
を
「
人
事
異
動
、

公
印
の
改
刻
等
」
に
改
め
、
「
と
き
は
」
の
下
に
「
速
や
か
に
、
書
き
損
じ
、
汚
損
又
は
破
損
に
よ
り

使
用
で
き
な
く
な
つ
た
と
き
は
使
用
終
了
手
続
時
に
（
公
印
管
理
者
が
求
め
た
と
き
に
あ
つ
て
は
、
そ

の
発
生
の
都
度
）
」
を
加
え
、
「
速
や
か
に
」
を
削
る
。

別
記
第
六
号
様
式
及
び
第
七
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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号

様
式

（
第

1
2
条

、
第

1
3
条

関
係

）

事
前

押
印

刷
り

込
み

保
管

責
任

者
文

書
の

種
類

公
印

名
公

印
番

号

事
前

押
印

・
刷

り
込

み
部

数

（（
事事

前前
押押

印印
・・

印印
影影

貸貸
与与

時時
：：

公公
印印

管管
理理

者者
等等

処処
理理

欄欄
））

事
前

押
印

・
印

影
貸

与
年

月
日

公
印

管
理

者
・

公
印

取
扱

主
任

事
前

押
印

・
印

影
貸

与

（（
印印

影影
返返

却却
時時

：：
公公

印印
管管

理理
者者

等等
処処

理理
欄欄

））
※

刷
り

込
み

の
場

合
の

み
使

用

印
影

返
却

年
月

日
公

印
管

理
者

・
公

印
取

扱
主

任
印

影
返

却
確

認

（（
使使

用用
終終

了了
時時

：：
保保

管管
責責

任任
者者

記記
入入

欄欄
））

使
用

不
可

部
数

＋
残

部
数

＝
引

渡
し

部
数

※
各

部
数

を
処

理
簿

の
使

用
終

了
時

点
欄

か
ら

転
記

確
認

年
月

日
保

管
責

任
者

確
認

　
　

上
欄

記
載

の
部

数
が

現
物

と
一

致
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

し
、

使
用

終
了

し
ま

す
。

（ （
使使

用用
終終

了了
時時

：：
公公

印印
管管

理理
者者

処処
理理

欄欄
））

引
渡

し
年

月
日

引
渡

し
部

数
公

印
管

理
者

使
用

終
了

確
認

　
　

上
記

の
と

お
り

引
渡

し
を

受
け

、
使

用
終

了
し

た
こ

と
を

確
認

し
ま

す
。

年
月

日
受

入
部

数
（

納
品

等
）

払
出

部
数

（
交

付
等

）
使

用
不

可
部

数
（

書
き

損
じ

等
）

残
部

数
担

当
者

合
計

部
部

（
日

本
産

業
規

格
Ａ

列
４

番
）

使
用

終
了

時
点 公
印

文
書

等
処

理
簿

備
考

第
６

号
様

式
（

第
1
2
条

、
第

1
3
条

関
係

）

文
書

記
号

・
番

号

年
月

日

事
前

押
印

刷
り

込
み

公
印

管
理

者

殿

保
管

責
任

者
所

属
職氏

名

（
公

印
省

略
）

下
記

の
と

お
り

公
印

を
事

前
押

印
刷

り
込

み
す

る
の

で
申

請
し

ま
す

。

申申
請請

すす
るる

公公
印印

公
印

名
公

印
番

号

対対
象象

文文
書書

文
書

の
種

類
文

書
の

用
途

部
数

部
事

前
押

印
・

刷
り

込
み

を
必

要
と

す
る

理
由

刷
り

込
み

の
場

合
の

本
文

の
印

刷
の

色
刷

り
込

み
の

場
合

の
公

印
の

色

備
考

（ （
申申

請請
受受

付付
時時

：：
公公

印印
管管

理理
者者

処処
理理

欄欄
））

申
請

受
付

年
月

日
承

認
年

月
日

公
印

管
理

者
事

前
押

印
・

刷
り

込
み

承
認

（
日

本
産

業
規

格
Ａ

列
４

番
）

公
印

記 申
請

書
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附　

則

１　

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
議
会
公
印
規
程
別
記
第
六
号
様
式
及
び
第
七
号
様
式
の
規
定

は
、
施
行
日
以
後
に
行
う
同
規
程
第
十
二
条
第
二
項
（
同
規
程
第
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
申
請
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
申
請
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

◉
東
京
都
議
会
議
長
告
示
第
三
号

東
京
都
議
会
議
会
局
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
一
年
東
京
都
議
会
議
長
告
示
第
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
議
会
議
長　

増　

子　

ひ
ろ
き

第
十
七
条
第
三
項
中
「
余
白
」
を
「
余
白
等
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
第
一
項
中
「
い
う
。
）
」
の
下
に
「
（
電
磁
的
記
録
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
、
情

報
処
理
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
東
京
都
の
内
部
以
外
に
施
行
文
書
（
電
磁
的
記
録
に
限
る
。
）
を
送
信

す
る
こ
と
に
つ
い
て
法
令
等
に
定
め
が
あ
る
場
合
又
は
局
長
が
別
に
定
め
る
場
合
を
除
き
」
を
削
り
、

同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
局
長
が
別
に
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
三
十
一
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２　

施
行
文
書
（
電
磁
的
記
録
に
限
る
。
）
に
は
、
東
京
都
電
子
署
名
規
則
（
令
和
四
年
東
京
都
規
則

第
二
百
十
六
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
子
署
名
（
同
規
則
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電

子
署
名
を
い
う
。
）
を
付
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
規
則
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す

る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
三
十
一
条
第
三
項
中
「
第
一
項
の
」
を
「
前
二
項
の
」
に
改
め
、
「
押
印
」
の
下
に
「
又
は
電
子

署
名
の
付
与
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
文
書
（
」
を
「
も
の
（
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
軽

易
な
文
書
」
を
「
軽
易
な
も
の
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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